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令和２年度 第１回 湖西市環境審議会 会議録（要旨） 

開 催 日 時 令和２年９月 29 日（火）13：30～14：50 

開 催 場 所 湖西市役所２階 市長公室 

出 席 者 （委員）７人全員  (事務局) ５人 

内  容 

１ 開会 

事務局 環境課長あいさつ、資料確認、新委員紹介（高柳委員） 

２ 市長あいさつ 

市  長：・会議出席に対するお礼の言葉 

     ・新型コロナウイルス感染症の状況及び本市の対策について 

     ・本市の持続可能なまちづくりに対する環境問題（畜産臭気）とその対応に 

      ついて 

     ・第３次環境基本計画の検討の依頼について 

３ 諮問 

  市長から会長へ諮問書を提出 

 

  【諮問書を提出後、市長は退席】 

４ 審議事項 

 佐原会長ごあいさつ 

佐原会長：本日はお忙しいなか、環境審議会にご出席いただきましてありがとうござい 

    ます。さて、この環境審議会は環境基本法及び湖西市環境基本条例に基づいて 

設置されている会である。先ほど市長から諮問がありましたように第３次湖西 

市環境基本計画の策定について意見を求められている。本日を含め３回に亘り 

審議をしていきたいと考えている。皆様、よろしくお願いする。今回の審議会 

では新たな計画の策定に前に、現在の計画における達成度等を検証した上で改 

めて計画について審議していきたいと思っている。皆様の率直なご意見やご感 

想を伺いたい。 

     環境というと地球温暖化防止や温室効果ガスの削減など地球規模の問題から 

各家庭でのごみの分別、削減など市民の生活に密着した問題まで広範囲に亘り、 

また、細やかな対応が求められている。大変苦慮するところでもあろうかと思 

う。 

     これらのことを踏まえ、湖西市の環境保全のために、環境審議会としての答 

申を提言していきたいと考えているので、よろしくお願いする。 

 

(1) 環境報告書 2020 について 

佐原会長：はじめに環境報告書 2020 ということで、令和元年度の環境施策の概要につい 

ての説明を事務局お願いする。併せて新湖西市環境基本計画の進捗状況につい 
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てもお願いする。 

 

事 務 局：環境報告書 2020 について説明 

 

 ＜質疑・意見＞ 

清水委員：湖西市さんは ISO14001 をとっていたか。 

事 務 局：過去にはとっていた。今はやめている。 

清水委員：全部でやめてしまったのか。焼却場とか埋立地だけを残してとか、そういう 

ことをせずに、全部でやめてしまったのか。 

事 務 局：そのとおり。 

 

 (2) 第３次湖西市環境基本計画について 

佐原会長：他にはご意見等もないようなので、次へいってください。 

 

事 務 局：第３次湖西市環境基本計画の策定に向けた市民意識調査結果報告書 

     第３次湖西市環境基本計画の策定に向けた事業所意識調査結果報告書 

     第３次湖西市環境基本計画（案）第１回環境審議会資料 

     について説明 

 

 ＜質疑・意見＞ 

清水委員：感想であるが、14 ページの２の悪臭、頭に書いてあることが感じ悪くないか。 

皆が悪臭でいやだいやだ言っているのに、文中の表記では気のせいではないか 

と言っているように感じる。 

     それから 23 ページのオゾン層の破壊だけど、フロンの記述だが、ここで書い 

てある、冷蔵庫や発泡剤やスプレーの噴射剤なんかは、とうの昔に使っていない。

今こんなものを使っていたら大変。エアコンの一部はまだどうしようもなく代 

替フロンを使っているようだが、その辺のところをきちんと書く、これネット 

やなんかから引っ張っていません。同じような文章をみたことあるのだけど。 

事 務 局：こういった文章は自分たちでなかなか作ることができないので、引用できる 

ところは引用しているので、その辺をもう一度整理したいと思う。 

清水委員：感想なので、どうしろ、こうしろということではなく、そんな感じがすると 

いうこと。 

     最後だが、悪臭の対策を、このあとで、４章、５章、６章、７章で出てくる 

と思うのだが、悪臭の対策については、あまりつぎはぎではない良いものを期 

待する。 

 

平井委員：今後に向けてということで、次回の今後検討する範囲が非常に重要になる感 

じがして、きょうご説明いただいたこととはちょっと違うかもしれないが、今 
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後に向けてということで、ちょっと触れていただいている５ページの気候変動 

適応法と気候変動適応計画、そこまでは行かないのかも知れないが、この辺は 

今どこの市も、具体的には静岡県では島田市さんや藤枝市さんが昨年、今年あ 

たりに環境基本計画を作っているのだが、明確に市としての気候変動適応法に 

対する考え方を述べているので、今後触れていく中で湖西市の考え方を入れて 

おいた方が良いのかなと思った。 

     もう一点だが、４章、５章、ここはコンサルさんの考え方かな。５章の方に 

    地球温暖化対策実行計画（事務事業編）がきていて、６章に望ましい環境像と 

しているのだけど、地球温暖化対策実行計画が先の５章に来ているという理由 

は何かあるのか。イメージとしては、４章、６章、５章となっても良いのかな 

と思ったので。おそらく望ましい環境像を４章の方でうたっていただいて、そ 

の次にいろいろ指標を設けて、行政とか事業者とか市民の皆様がどういう取組 

をやっていくかということを望ましい環境像のところでうたっていくと思う。 

その次に地球温暖化対策実行計画が来るということの方が普通かなと思ったも 

ので。これはこのようにしてある理由があればそれは良いわけですけど。ただ、

一般的なイメージだとそのように思った次第である。これも意見として述べさ 

せていただいた。 

事 務 局：先ほど言われました気候変動の計画等については、今ご紹介いただいた島田 

市さんや藤枝市さんの状況をみながら、湖西市としての意見を取り込めるよう 

に形を考えていく。 

平井委員：島田はすでに公表されてるので。藤枝はちょうど真っ最中でまだ見れないか 

もしれないが、島田あたりを見ていただいて。 

事 務 局：地球温暖化対策の推進というところについては、コンサルさんと相談しなが 

    ら構成とか組み立てをいろいろ考えたいと思う。 

平井委員：４→５→６とこういう流れになっている意図があれば、それはそれで良い。 

  

 (3) その他 

事 務 局：本日の審議の内容については、もう一度事務局として皆さんからいただいた 

ご提案やご意見を参考にもう一度次回審議会に向けて詰めていきたいと思う。 

本日の審議会の内容については、冒頭にお話しさせていただいたように会議録 

としてまとめ、ウェブサイトを通じて公表させていただく。 

     きょう、ご意見をいろいろいただいたわけですが、さらにまだ気が付いた点 

    等がありましたら、事務局の方へご連絡いただければありがたいと思う。 

 

５ 閉 会 

 


